高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の概要

１改正理由
　中卒者等（中卒者、高校中退者）向けの学卒者訓練において、中卒者等の在校生に対し、授業料の支援措置を実施した場合に、国から別途財政措置（交付金）がされることとなったため。 

２改正の主な内容
（１）第１８条の授業料の減免の要件等について次の項目を追加し、中卒者等（中卒者、高校中退者）を減免措置の対象者とする。（保護者等に一定以上の収入があり、経済的負担を軽減する必要がない場合を除く。）
　　　「訓練生が、中卒者等（中学校を卒業した者（これと同等以上の学力があると知事が認めた者を含む。）であって、高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）第２条に規定する高等学校等をいう。以下この号において同じ。）に入学し、若しくは編入していないもの又は高等学校等に入学し、若しくは編入して、卒業し、若しくは修了しなかったものをいう。）であるとき。ただし、その保護者等（同法第３条第２項第３号に規定する保護者等をいう。）の収入の状況に照らして、経済的負担を軽減する必要があるとは認められない場合を除く。」




